
重 要 事 項 説 明 書 
当事業所は介護保険の指定を受けています 
（島根県指定 第３２７２２００５６３号） 

 
 
当事業所はご契約者に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提

供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 
 

＊ 当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定された方

が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。

 
 

１.事 業 者 
１事業者名   西ノ島福祉会 みゆき荘デイサービスセンター 
２所在地    隠岐郡西ノ島町大字美田 3078-19 
３電話番号   08514-6-0150 
４代表者名   理事長 萬 田  友 貞 

 
 

２.事業所の概要 

１事業所種類  指定通所生活介護事業所 
２事業目的   通所生活介護 
３事業所名称  みゆき荘デイサービスセンター 
４所在地    隠岐郡西ノ島町大字美田 3078-19 
５電話番号   08514-6-0150 
６施設長氏名  所 長   間  康 信 
７運営方針  ① 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にった通所介

護に努めます 
         ② サービスの提供に当たっては、関係町村、居宅介護支援事業所、

その他地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図りなが

ら、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏

まえて適切に行います。 
 特に、認知症の利用者に対して、必要に応じ、その特性に対したサ

ービスの提供ができる体制を整えます 
③ 提供した指定通所介護サービスについては、常にその質の評価を

行い、改善を図ります 
 
８利用人員   ２５人 

 



３.事業実施地域及び営業時間 

１ 通常の事業の実施地域   西ノ島町 
２ 営業日及び営業時間    この事業は、年中無休、毎日を営業日とし、営業時

間を午前９時から午後４時までとする。ただし、デイサービスの提供については、施

設及び設備の損壊・故障、気象現象、その他特別な事由がある場合はこの限りでない。 

 
営  業  日 ３６５日（年中無休） 
営 業 時 間 午前８時３０分～午後５時１５分 
サービス提供時間 午前９時００分～午後４時００分 

 

４.職員の配置状況 
 当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下

の職種の職員を配置しています。 
 
 〔主な職員の配置状況〕 

職   種 員 数 専 従 及 び 兼 務 区 分 

管理者 １名 常勤で兼務 

生活相談員 ２名 常勤で１名専従   １名兼務 

看護職員 ２名 常勤で１名専従   １名兼務で機能訓練指導員と兼務 

事務員 １名 常勤で兼務 

機能訓練指導員 ２名 常勤で１名専従      １名兼務 

介護職員 ３名 常勤で３名専従 

パート介護職員 ３名 専従で午前８時３０分～午後 4 時３０分 

介護職員兼運転手 ２名 常勤で２名専従 

調理員 ２名 常勤で１名専従   １名兼務 

 

５.当事業所が提供するサービスと利用料金 
 当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 
 当事業所が提供するサービスについて、次の場合があります。 
 

① 利用料金が介護保険から給付される場合 
② 利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

 



１ 介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条参照） 
以下のサービスについては、利用料金の９割が介護保険から給付されます。 
〈サービスの概要〉 
① 食事（但し、食材料費３５０円＋調理費相当分１３０円をいただきます。） 
② 入浴（寝たきりでも特殊浴槽を使用して入浴することができます。） 
③ 排泄介助 
④ 機能訓練 
〈サービス利用料金（一回あたり）〉（契約書第６条参照） 
 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス料金から介護保険給付

費額を除いた金額（自己負担額）をお支払いください。（利用料金は、ご契約者の要介

護度に応じて異なり、サービス内容によって加算があります。） 
《介護報酬》 （基本料金） 
１・契約者の要介護度と 

  サービス利用料金 

要介護１ 

6.770 円 

要介護２ 

7,890 円 

要介護３ 

9,010 円 

要介護４ 

10,130 円 

要介護５ 

11,250 円

２・介護保険から給付さ 

  される金額 
 

6,093 円 
 

7,101 円 
 

8,109 円 
 

9,117 円 
 

10,125 円

３・自己負担額 

  （１－２） 
 

677 円 
 

789 円 
 

901 円 
 

1,013 円 
 

1,125 円 

 
《加算》 （利用するサービスによって加算） 
１.加 算 料 金 個別機能訓練指導体制加算

270 円 
入浴介助加算 

500 円 
２.介護保険から給付さ 

れる金額 243 円 
 

450 円 
３.自 己 負 担 額 
  （１－２） 27 円 

 
50 円 

 
☆ ご契約者がまだ介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいっ

たんお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除

く金額が介護保険から払い戻しされます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作

成されていない場合も償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うため

に必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 
☆ ご契約者に提供する食事に材料に係る費用は別途いただきます。（上記１①参照） 
☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の

負担額を変更します。 
 
２ 利用料金のお支払い方法（契約書第７条参照） 
 前記 １ の料金・費用は、サービス利用月の翌月までにお支払い下さい。 
 
 
３ 利用の中止、変更、追加（契約書第７条参照） 



○ 利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変

更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサー

ビスの実施日の前日までに事業者に申し出て下さい。 
○ 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた

場合、食材料費等の料金をいただく場合があります。但し、ご契約者の体調不良等

正当な理由がある場合は、この限りではありません。 
○ サービス利用の変更・追加の申し出に対し、事業所の稼働状況によりご契約者の希

望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を提供して協議し

ます。 
 

６.苦情の受付について（契約書第 20 条参照） 
 当事業所における苦情の受付 

   当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 
○ 苦情受付窓口（担当者） 

[職名] 生活相談員  高 田 範 昭 
○ 苦情解決責任者 

[職名] 所    長  間  康  信 
受付時間 

毎 日    8：30～17：30 

 

７．事故発生時の対応について 
    
事故発生時の対応マニュアルにより対処いたします。 

平成  年  月  日 
 
指定通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 
 
みゆき荘デイサービスセンター 
説明者職名                 氏 名              印 
 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定通所介護サービスの提

供開始に同意しました。 
 
契約者住所  隠岐郡西ノ島町大字 
                      氏 名              印 

 
利用者住所  隠岐郡西ノ島町大字 
                      氏 名              印 

 


